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○柵原吉井特別養護老人ホーム組合職員の給与の臨時特例に関する条例 

 

平成 25年 6月 27日 

組合条例第 96 号 

（趣旨） 

第１条 この条例は国家公務員法の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平 

成２４年法律第２号）に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成

２５年７月１日から平成２６年３月３１日までの間（以下「特例期間」という。）

における職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条に規定する

一般職員に属する職員をいう。以下同じ。）の給与の支給額を減額するため、

柵原吉井特別養護老人ホーム組合職員の給与に関する条例（昭和５５年組合条

例第１７号。以下「給与条例」という。）の特例を定めるものとする。 

（給与条例の特例） 

第２条 特例期間においては、給与条例第５条第１項に掲げる給料表の適用を 

受ける職員に対する給料月額（柵原吉井特別養護老人ホーム組合職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例（平成１８年特養組合条例第８１号）附則第

７条の規定による給料を含み、当該職員が同条例附則第１０項の規定の適用を

受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により３分の２を減ぜられた

給料月額（同条の規定による給料を含む。）をいう。以下同じ。）の支給に当た

っては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲

げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右

欄に定める割合（以下「支給減額率」という。）を乗じて得た額に相当する額

を減ずる。 

給料表 職務の級 割合 

給料表（一） ３級 １００分の２．００ 

（端数計算） 

第３条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を 

算定する場合において、当該額に１円未満の端数を生じた時は、これを切り捨

てるものとする。 
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 附 則 

この条例は、平成２５年７月１日から施行する。 


